　して，被控訴人国と控訴人らとの間に，直接，具体的な，安全配

　慮義務が観念されるような特別の社会的接触と認めるに足りる関

　係が存するということはできない。甲１０１号証には，徴用され

　た者は，事業主とは使用関係はあるが雇用関係はなく，国家との

　公法関係に立つ旨の記載のあることが認められるが，これは国民

　として，国家に対し，徴用に応じて配置された職場で就労すべき

　義務を負うとの解釈を示したにすぎないものである。また，徴用

　に応じない者に対する処罰規定が国家総動員法に定められ，警察

　官や憲兵らが工場等の周辺に配置されていた事実が存したとして

　も，これによって被控訴人国に上記の意味における支配管理があ

　ったと認められるものではなく，いずれも，上記の認定，判断を

　左右するものではない。

　　また，控訴人らは，被控訴人国が，旧三菱の安全配慮義務違反

　を容認したとも主張するが，徴用それ自体が安全配慮義務違反を

　当然に容認しているものとはいえず，本件の具体的な事案につい

　てみても，原爆投下後の対応も含めて旧三菱における控訴人らの

　生活や労働に関して，被控訴人国が旧三菱による安全配慮義務違

　反の行為を容認していたといえるような事情を認めるに足りる的

　確な証拠はない。
（ウ）しかしながら，控訴人らが旧三菱における労働に従事する以前

　の，被控訴人国が控訴人らを徴用し旧三菱に引き渡すまでの間に

　ついては，その事実関係からすれば，徴用という行為を契機とし

　て，被控訴人国と控訴人らとの間に，直接に，上記の意味におけ

　る特別の社会的接触に当たる関係の成立することが考えられる。

　　徴用の法的性質が行政処分の一種であるという理由でこれを否

　定することは相当でなく，徴用の内容やその実態に照らしてこれ

　　　を判断すれば，徴用による法律関係に基づいて特別な社会的接触

　　　の関係に入ったものと考えることができる。したがって，この点

　　　においては，被控訴人国について，控訴人らに対する安全配慮義

　　　務が生じる余地があるものと認められる。そして，前述したよう

　　　な徴用の実施に当たっての不法行為の成立する可能性，ことに控

　　　訴人らの連行の態様からすれば，その義務違反が認められる余地

　　　もまた否定することはできない。ただし，被控訴人国と控訴人ら

　　　との問にこのような関係が認められるとしても，控訴人らが旧三

　　　菱に引き渡されて被控訴人国との間に直接，具体的な関係がなく

　　　なった後までこれが継続するものとは解されない。また，これが

　　　継続しているといえるような事実関係の存在も認められない。

　　　　以上によれば，控訴人ら主張の本件強制連行，強制労働に関し

　　　ては，旧三菱についての安全配慮義務とは別に，被控訴人国につ

　　　いても，控訴人らを旧三菱に引き渡すまでの間において，安全配

　　　慮義務違反の認められる余地があるものというべきである。

（３）除斥期間について

　ア　被控訴人国は，控訴人らの主張する不法行為による損害賠償請求

　　権ないし損失補償請求権が認められたとしても，本件訴訟の提起よ

　　り２０年以上前の行為に基づくものであるから，民法７２４条後段

　　の除斥期間の経過により既に消滅している旨主張し，控訴人らは，

　　同条後段を除斥期間と解するのは誤りであり，仮にそうでないとし

　　ても，本件においてはその適用が制限されるべきであると主張する。

　イ　そこで検討するに，民法７２４条後段の２０年の期間は，同条前

　　段の３年の短期時効とは異なり，不法行為の被害者側の認識のいか

　　んを問わず，一定の時の経過によって法律関係を確定させるため，

　　損害賠償請求権の存続期間を画一的に定めた除斥期間の規定であり，

不法行為による損害賠償請求の訴えがその期間の経過後に提起され

た場合には，裁判所は，当事者からの主張がなくても，除斥期間の

経過により損害賠償請求権が消滅したものと判断すべきものと解さ

れる（最高裁判所昭和５９年(ｵ)第１４７７号平成元年１２月２１日

第一小法廷判決・民集４３巻１２号２２０９頁）。控訴人らは，７

２４条後段を除斥期間と解すべき必然性はなく，また，除斥期間に

よる画一的な処理は不法行為の被害者切り捨ての機能を果たすだけ

であると主張する。しかし，上記のように３年の短期時効の定めが

あっても，それが被害者の主観的事情のいかんによって左右される

浮動的なものであり，また，その中断を繰り返すことによって時効

期間の延長が可能ともいえることから，法律関係の不確定状態が長

期にわたって続くことが考えられ，これを避けて，法的安定性が損

なわれることのないようにするために，法は同条後段で２０年とい

う除斥期間を定めたものと解することには十分な合理性が存する。

　したがって，本件において，前述したように，国による控訴人ら

の徴用の実施に当たって不法行為の成立する余地のあることが認め

られるとしても，本件訴訟が提起されたのが平成７年（１９９５

年）１２月１１日であることは記録上明らかであって，不法行為の

時である昭和１９年（１９４４年）からは５０年以上を経過してい

る（日韓条約が締結されて日本と韓国との問に国交が回復し，控訴

人らの権利行使が可能になったと認められる昭和４０年（１９６５

年）からは３０年以上，援護協会の会長が当時の三木副総理に会っ

て，被爆被害についてではあるが，被控訴人国に対して補償等の要

求をした昭和４７年（１９７２年）からでも２０年以上を経過して

いる。）ことからすれば，控訴人らの上記損害賠償請求権は既に２

０年の除斥期間の経過により消滅しているといわなければならない。

　　なお，控訴人らは，その権利行使が可能になったといえる上記時

　期について争うが，次項で述べるとおり認められない。

ウ　控訴人らは，本件においては，除斥期間の適用は制限されるべき

　であるとも主張する。

　　最高裁判所平成５年(ｵ)第７０８号平成１０年６月１２日第二小法

　廷判決・民集５２巻４号１０８７頁は，被害者が集団予防接種を受

　けた結果，高度精神障害，運動障害を伴う寝たきりの重度心身障害

　者になった事案において，不法行為の被害者が不法行為の時から２

　０年を経過する前６か月以内に不法行為を原因として心神喪失の常

　況にあるのに法定代理人を有しない場合には，被害者は，およそ権

　利行使が不可能であるのに，単に２０年が経過したということのみ

　をもって一切の権利行使が許されないこととなる反面，心神喪失の

　原因を与えた加害者は，２０年の経過によって損害賠償義務を免れ

る結果となり，著しく正義・公平の理念に反するものといわざるを

得ないとして，上記の場合に禁治産宣告により就職した後見人が６

か月内に損害賠償請求権を行使したなど特別の事情があるときは，

民法１５８条の法意に照らし，同法７２４条後段の効果は生じない

ものと解するのが条理にかなう旨判断している。このように，除斥

期間の適用が著しく正義・公平の理念に反するときにはその効果の

発生が制限される場合のあることが認められるのであるが，除斥期

間の趣旨が法的安定性の確保にあることや，上記判決が民法１５８

条の法意をも根拠としていることなどに照らせば，その適用制限が

認められるためには，被害が重大，深刻で，救済の必要性が高度に

存することや，除斥期間内の権利行使が困難であったこと，加害者

が責任を免れることの不相当なこと等の事情に加えて，権利行使が

可能になってからすみやかに被害者がその権利を行使したことを要

　　するものと解すべきである。

　　　これを本件についてみるに，控訴人らによる被控訴人国に対する

　　損害賠償請求権の行使は，終戦後の日本と韓国との間の特殊な外交

　　関係から一時期極めて困難であったものと認められるが，その原因

　　が専ら被控訴人国にのみあるということはできず，また，日韓条約

　　が締結され国交が回復された昭和４０年（１９６５年）以降，ある

　　いは遅くとも前述のように援護協会の役員らによる被控訴人国に対

　　する補償要求がされた昭和４７年（１９７２年）には，既に権利行

　　使が可能になったものと認められるところ，本件訴訟は，それから

　　さらに３０年ないし２０年もの期間を経過して提起されているので

　　あって，到底，すみやかに権利が行使されたということはできない。

　　　控訴人らは，日本と韓国の国交回復後も，韓国における軍事政権

　　の継続等の事情から，控訴人らが被控訴人国や被控訴人三菱らに対

　　して訴えの提起等の法的手段をとることは，昭和６２年（１９８７

　　年）の民主化宣言までは困難であったとするが，国交回復後，昭和

　　４２年（１９６７年）には援護協会が設立され，以後，昭和４７年

　　（１９７２年）の被控訴人国に対する補償の要求や昭和４９年（１

　　９７４年）の被控訴人三菱との補償交渉等，補償を求める様々な行

　　動が重ねられていることからすれば，控訴人らの主張するように本

　　件訴訟の提起が困難であったと認めることはできない。

　　　したがって，除斥期間の適用が制限される場合があり得るとして

　　も，控訴人らの本件訴訟における請求がその場合に該当するものと

　　は認められない。

（４）日韓請求権協定について

　ア　被控訴人国は，控訴人らの主張するような各請求権が存在すると

　　しても，昭和４０年（１９６５年）６月２２日に締結された日韓請

　求権協定２条１及び３により，被控訴人国にはその請求に応じる義

　務はないとも主張する。

イ　そこで，控訴人らが帰国した後の日韓関係と日韓請求権協定につ

　いてみるに，証拠（甲４２，乙５７ないし６０，６５，７１）及び

　弁論の全趣旨によれば，次のような事実が認められる。

（ア）　日本のポツダム宣言受諾によって第２次世界大戦は終結し，朝

　　鮮半島に対する日本の支配も終わり，連合国による統治の後，昭

　　和２３年（１９４８年）８月１３日，北緯３８度以南においては

　　大韓民国が樹立されたが，その後，同国と日本との間には国交の

　　ない状態が長く続いた。

　　　昭和２６年（１９５１年）９月８日に調印されたサン・フラン

　　シスコ平和条約により，日本は朝鮮の分離独立を正式に承認して，

　　朝鮮に対するすべての権利，権原及び請求権を放棄した（同条約

　　２条（a））。また，連合国との間の賠償問題については，日本は，

　　いわゆる役務賠償に応じるほか，各連合国がその管轄下にある日

　　本国及び日本国民の財産，権利及び利益について，一部の例外を

　　除いてこれを処分する権利を有することを承認し（１４条（a）），

　連合国は，連合国のすべての賠償請求権，戦争の遂行中に日本国

　　及びその国民がとった行動から生じた連合国及びその国民の他の

　請求権並びに占領の直接軍事費に関する連合国の請求権を放棄す

　　る（１４条（b））こととされたが，朝鮮半島住民の日本国及びその

　　国民に対する債権を含む請求権の処理については，日本と現に朝

　　鮮半島の施政を行っている当局との間の特別取極の主題とするこ

　　ととされた（同条約４条）。

　（イ）サン・フランシスコ平和条約締結後の昭和２６年（１９５１
　　年）１０月から始められた日本と韓国の国交正常化交渉は，韓国

のいわゆる対日請求８項目を主とする請求権問題や法的地位，漁

業問題等で難航したが，昭和４０年（１９６５年）６月２２日に

締結された日韓条約によって国交が回復された。

　また，同時に締結された日韓請求権協定では，「日本国は大韓

民国に対して，１０８０億円に相当する日本の生産物及び日本人

の役務を１０年間にわたり無償で供与する，日本国は大韓民国に

対して，７２０億円の長期低利貸付けを１０年間にわたって行

う」（１条）ことが定められ，２条においては次のとおり規定さ

れた。

「１　両締約国は，両締約国及びその国民（法人を含む。）の財

　　産，権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権

　　に関する問題が，１９５１年９月８日にサン・フランシスコ

　　市で署名された日本国との平和条約第４条（a）に規定されたも

　　のを含めて，完全かつ最終的に解決されたこととなることを

　　確認する。

　２　この条の規定は，次のもの（この協定の署名の日までにそ

　　れぞれの締約国が採った特別の措置の対象となったものを除

　　く。）に影響を及ぼすものではない。

　（a）一方の締約国の国民で１９４７年８月１５日からこの協

　　　定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあ

　　　るものの財産，権利及び利益

　（b）一方の締約国及びその国民の財産，権利及び利益であっ

　　　て１９４５年８月１５日以後における通常の接触の過程に

　　　おいて取得され又は他方の締約国の管轄の下に入ったもの

　３　２の規定に従うことを条件として，一方の締約国及びその

　　国民の財産，権利及び利益であってこの協定の署名の日に他

　　　方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の

　　　締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するす

　　　べての請求権であって同日以前に生じた事由に基づくものに

　　　関しては，いかなる主張もすることができないものとす

　　　る。」

　　そして，合意議事録において，日韓請求権協定２条にいう「財

　産，権利及び利益」とは，法律上の根拠に基づき財産的価値を認

　められるすべての種類の実体的権利をいうことが了解されたこと

　（２（a）），「通常の接触」には，第２次世界大戦の戦闘状態の終

　結の結果として一方の国の国民で他方の国から引き揚げたものの

　引揚げの時までの間の他方の国の国民との取引等，終戦後に生じ

　た特殊な状態の下における接触を含まないことが了解されたこと

　（２（d）），２条３により執られる「措置」については，同条１に

　いう両国及びその国民の財産，権利及び利益並びに両国及びその

　国民の間の請求権に関する問題の解決のために執られるべきそれ

　ぞれの国の国内措置をいうことに意見の一致を見たこと（２（e）），

　２条１にいう完全かつ最終的に解決されたこととなる両国及びそ

　の国民の財産，権利及び利益並びに両国及びその国民の間の請求

　権に関する問題には，日韓会談において韓国側から提出された

　「韓国の対日請求要綱」の範囲に属するすべての請求が含まれて

　おり，したがって，対日請求要綱に関しては，いかなる主張もな

　し得ないこととなることが確認されたこと（２（g））などの了解に

　達したものとされた。

（ウ）この請求権協定に基づき，日本では，昭和４０年（１９６５

　年）に財産権措置法（昭和４０年法律第１４４号）が制定された

　が，同法では，次のとおり定められた。

　　「１　次に掲げる大韓民国又はその国民（法人を含む。以下同

　　　　じ。）の財産権であって，財産及び請求権に関する問題の解

　　　　決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定第

　　　　２条３の財産，権利及び利益に該当するものは，次項の規定

　　　　の適用があるものを除き，昭和４０年６月２２日において消

　　　　滅したものとする。ただし，同日において第三者の権利（同

　　　　条３の財産，権利及び利益に該当するものを除く。）の目的

　　　　となっていたものは，その権利の行使に必要な限りにおいて

　　　　消滅しないものとする。

　　　　一　日本国又はその国民に対する債権

　　　　二　担保権であって，日本国又はその国民の有する物（証券

　　　　　に化体される権利を含む。）又は債権を目的とするもの」

　　　また，韓国では，昭和４１年（１９６６年）に請求権資金の運

　　用及び管理に関する法律，昭和４６年（１９７１年）に対日民間

　　請求権申告に関する法律，そして，昭和４９年（１９７４年）に

　　対日民間請求権補償に関する法律がそれぞれ制定され，これに基

　　づいて韓国国民が日本国に対して有する一定の民間請求権につい

　　て，日本からの無償供与資金からの補償措置が実施された。

ウ　そこで，以上に照らして考えるに，控訴人らに，被控訴人国に対

　する本件徴用の実施に伴う不法行為や安全配慮義務違反の債務不履

　行による損害賠償請求権が認められるとしても，その各損害賠償請

求権は，日韓請求権協定の署名の日以前に生じた事由に基づくもの

　であり，法律上の根拠に基づいて財産的価値の認められる実体的権

　利であって，日韓請求権協定２条３の「財産，権利及び利益」に該

　当し，財産権措置法１条により昭和４０年（１９６５年）６月２２

　日をもって消滅したものと認められる。

　　　被控訴人国は，控訴人らの上記損害賠償請求権をはじめ，その主

　　張に係る請求権は，いずれも日韓請求権協定の署名時点では権利関

　　係が明確でなかったものであるから，日韓請求権協定２条の「請求

　　権」に該当すると解されるとも主張するが，同協定及び合意議事録

　　においては，「財産，権利及び利益」というために署名時点で権利

　　関係が明確になっていることを要するものとはされておらず，また，

　　合意議事録では上記のとおり，「財産，権利及び利益」とは，法律

　　上の根拠に基づき財産的価値を認められるすべての種類の実体的権

　　利をいうものとされているのであるから，これを被控訴人国の主張

　　するように限定して解釈すべき理由はない。なお，被控訴人国のこ

　　の点の主張は，財産権措置法１条による消滅を否定する趣旨とは解

　　されない。

　　　そして，上記のように，日本が日韓請求権協定に基づく国内的措

　　置として財産権措置法を制定して，韓国国民の権利を消滅させたこ

　　とについては，これもサン・フランシスコ平和条約と同様に日本の

　　敗戦に伴う国家間の財産処理として行われたものであって，本来憲

　　法の予定していないところであり，そのための処理に関して損害が

　　生じたとしても，前記の戦争被害，戦争損害と同様に，その損害に

　　対する補償は憲法の各条項の予想しないものといわざるを得ないの

　　であって，財産権措置法が憲法２９条をはじめとする憲法の各条項

　　に違反するということはできない（最高裁判所平成１２年(ｵ)第１４

　　３４号平成１３年１１月２２日第一小法廷判決・裁判集民事２０３

　　号６１３頁，同平成１５年(ｵ)第１８９５号平成１６年１１月２９日

　　第二小法廷判決）。

（５）以上によれば，強制連行，強制労働を理由とする被控訴人国の控訴

　人らに対する損害賠償責任については，徴用の実施に関しての不法行

　　為及び安全配慮義務違反の成立し得る余地が存するとはいえるものの，

　　除斥期間の経過あるいは日韓請求権協定に基づく財産権措置法の定め

　　によって，控訴人らの損害賠償請求権はいずれも消滅したものと認め

　　られ，これを本件請求の理由として認めることはできない。また，控

　　訴人らのその余の主張はいずれも理由がなく認められない。

（二）原爆被害放置等（立法不作為を除く）に基づく損害賠償責任について

（１）被爆者法不適用の違法について

　　ア　控訴人らは，被爆者法を控訴人らを含む在韓被爆者に適用しない

　　　ことの違法を主張する。

　　　　原爆２法及びこれを引き継いだともいえる被爆者援護法において

　　　は，いずれも，その適用対象を日本人に限定するようないわゆる国

　　　籍条項等が設けられていないことは前記のとおりである。そして，

　　　これらの被爆者法が，国家補償的配慮を根底にして，被爆者の特異

　　　かつ深刻な健康被害等に着目し，これを救済するという人道的目的

　　　の立法であると解されること（孫振斗訴訟最高裁判決参照）に照ら

　　　しても，その適用対象から外国人が一般的に排除されているものと

　　　解することはできない。被控訴人国もそのような解釈を主張してい

　　　るものとは解されない。

　　イ　ところで，被爆者援護法によれば，同法における「被爆者」とい

　　　うためには被爆者健康手帳の交付を受けることを要し（１条），こ

　　　の交付を受けるには，その居住地（居住地を有しないときは現在

　　　地）の都道府県知事等に対して申請しなければならず（２条１項），

　　　また，医療給付をはじめ，その定める各種手当を含む給付を具体的

　　　に受けるためには，居住地又は現在地の都道府県知事等に対し，又

　　　は，これを経由して厚生労働大臣に対して申請して，支給に必要な

　　　所定の要件を満たしている旨の認定を受けることを要するものと定

　められている（１１条１項，２５条２項，２７条２項，同法施行令

　８条，同法施行規則４４条，５２条１項など）。そして，いずれに

　ついても，日本国外からの申請を想定した規定は設けられておらず，

　その結果，日本国外にいるままでは被爆者健康手帳の交付や各種手

　当の受給に必要な認定は受けられず，被爆者法の具体的適用を受け

　るためには，少なくとも一度は日本に来て被爆者健康手帳の交付を

　受け，各種給付の受給に必要な認定を受けなければならないことと

　されてきたものである。

　　これは，被爆者健康手帳の交付に当たって必要な審査を行う都道

　府県知事等を具体的に決定し，また都道府県知事等の審査において

　は，申請者である被爆者の身上関係を調査した上，被爆の事実につ

　いて申請内容に基づいて関係資料を収集，調査し，また，申請者本

　人だけでなく証人や関係者についても被爆時の状況等について聴取

　するなどして確認する必要があるところ（乙２８，７４，７５，弁

　論の全趣旨），申請者が日本国内にいることで，これをより適正，

　円滑に行うことができると考えられ，また医療給付や各種手当の支

　給のために必要な認定を厚生労働大臣や都道府県知事等が行うに当

　たっても，原子爆弾の放射能の影響による所定の疾病等の存在を専

　門家によって審査する際に，場合によっては申請者である被爆者か

　ら事情を聴取したり，その提出した診断書を作成した医師に照会を

　するなどして，実質的な審査を行う必要があるところ，この点でも，

　申請者が日本国内にいることで，より適正，円滑な認定，審査を図

　ることができると考えられることからすれば，必ずしも合理性がな

　いわけではない。
ウ　しかしながら，被爆者援護法を含む被爆者法の趣旨，目的は，既

　に述べたとおり，国家補償的配慮を根底にして，原爆の被爆により

特異かつ深刻な健康被害等を被っている被爆者らを，その原因とな

る戦争の遂行主体であった被控訴人国が，被爆者の国籍のいかんに

かかわらず，広く援護し救済しようとする人道的立法であり，特に

被爆者援護法は，その前文で，「国の責任において，原子爆弾の投

下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害と

は異なる特殊の被害であることにかんがみ，高齢化の進行している

被爆者に対する保健，医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講

じ」るものであると明言しているところである。また，被爆者援護

法における被爆者としての実質的要件は被爆の事実であり，医療給

付や各種手当の支給認定との関係での実質的要件は所定の健康被害

の存在であって，被爆者健康手帳の交付を受けていることは形式的

な要件にすぎず，国内に居住又は現在していることは，交付手続の

ための技術的な規定にすぎないともいうことができる。実質的要件

が肯定できるのに，形式的，技術的な要件が満たされない場合に，

それがやむを得ない理由によるものであっても，被爆者援護法の定

める給付を被爆者に認めないということは本末転倒というべきであ

る。被爆者援護法が定める給付については，すべてがこれを受ける

被爆者が日本国内にいなければ行うことのできないものではなく，

被爆者が日本国内にいなくても可能なものも存する。そして，被爆

者援護法における被爆者としての地位は，日本から国外に出国して

も失われるものではないと解されるのであって，その意味からも，

上記の各申請に当たって国内に居住又は現在することを要するとす

ることは，より一層形式的，技術的な理由にすぎないものというこ

とができる。さらに，被爆者健康手帳の交付及び医療給付や各種手

当の支給認定のための審査の適正，円滑に関しては，情報通信技術

が高度に発達した現在においては，申請者が日本国内にいないから

といって代替する手段，方法が考えられないわけではなく，必要な

調査を行うことが不可能とまではいえない。これらの事情を考慮す

ると，上記のとおり，各申請に際して，申請者に来日を求めること

について一応の合理性が認められるとしても，例外なく来日するこ

とが必要であるとして，病気その他のやむを得ない理由により居住

する国から来日することが困難な在外被爆者に対しても来日を要求

し，来日しない限りは被爆者健康手帳は交付せず，あるいは各種の

手当についての支給認定をしないとすることは，被爆者援護法の趣

旨，目的に反するものというべきである。

　ことに，年月の経過とともに，被爆者も高齢化するのであって，

老齢あるいは病気等のためにやむなく来日することができない者の

あることは当然に予測できるものであり，被爆者援護法はその前文

でわざわざ被爆者の高齢化の進行についても言及していることは上

記のとおりである。また，前述したように４０２号通達による取扱

いが改められた後に，在外被爆者からの被爆者健康手帳の交付申請

や健康管理手当等の支給に係る申請が殺到した事実からすれば，多

くの在外被爆者は４０２号通達とそれに従った出国による失権の取

扱いがあったために，これまでに来日して被爆者健康手帳の交付申

請や各種手当の支給に係る申請をすることがなかったものと考えら

れる。後述するように被爆者法の定めを逸脱して違法と解される４

０２号通達とこれに従った取扱いのために申請が遅れ，その間に高

齢化も加わって，やむを得ない理由により来日が困難になってしま

った在外被爆者について，現在，来日しないことを理由に被控訴人

国が被爆者援護法による救済を否定することは著しく信義に惇るも

のというべきである。

　以上によれば，上記の各申請に当たって，原則としては，申請者

　である在外被爆者に来日を求めている被爆者援護法の上記各規定は，

　その限りにおいては不合理とはいえないとしても，病気その他のや

　むを得ない理由で来日が困難な在外被爆者に対してまでも，手続上

　の理由からあくまでも例外なく来日を求めているものと解すること

　は相当でない。そうではなく，やむを得ない理由で来日することが

　できない在外被爆者については，来日することなく上記の各申請を

　行う余地を認めた規定と解することによって，はじめて被爆者援護

　法の上記各規定に合理性を肯定することができるものと認められる。

　　したがって，病気その他のやむを得ない理由で来日が困難な在外

　被爆者に対して，来日しないことを理由に上記の各申請を受理せず

　又は却下し，あるいは来日するまで処分しないというようなことは，

　国籍要件を設けずに，広く外国人被爆者に対しても救済を認めよう

　とする被爆者援護法の趣旨，目的に反し，また，やむを得ない理由

　で来日することが困難な在外被爆者に対する不合理な差別として違

　法というべきである。

エ　なお，被爆者健康手帳の交付申請を居住地又は現在地の都道府県

　知事等に対して行うべきものと最初に定めたのは原爆医療法３条で

　あり，同法により医療給付を受けるために必要な厚生大臣の認定の

　申請を居住地又は現在地の都道府県知事等を経由して行うべきもの

　としたのは同法施行規則９条であるが，そもそも同法は，前述した

　ように，被爆者の健康被害にかんがみ，必要な健康診断とそれに基

　づく指導及び日本国内の指定する医療機関に委託して必要な医療給

　付を行うことを内容とするものであったことや，上記のとおり，申

　請者が日本国内にいることによって審査を適正，円滑に行うことが

　できるものと考えられたこと，同法が施行された昭和３２年（１９

　５７年）当時は，まだ日本と韓国との間の国交は回復しておらず，

　その他の国も含め外国との間の情報通信手段も現在と比較して格段

　に劣っていたことなどからすれば，同法が施行された当初において，

　被爆者健康手帳の交付申請や医療給付のための認定申請に当たって，

　申請者たる被爆者が日本国内に居住地又は現在地を有することを前

　提としたことは一応合理的なものと認められ，これによって，在外

　被爆者を不当に差別したものということはできない。

オ　その後，昭和４３年（１９６８年）に原爆特別措置法が施行され

　て，被爆者に対する給付に，原爆医療法による医療給付のほかに，

　特別手当や健康管理手当等の各種の手当の支給も加わって，給付の

　内容が一層充実したものとなったのであるが，被爆者健康手帳の交

　付申請については原爆医療法３条の規定によることとされ，また，

　各種手当の受給に必要な所定の要件を満たしていることの認定につ

　いては，居住地又は現在地の都道府県知事等に対して申請すべきも

　のとされた。これは，同法が，原爆医療法を前提にして，同法にお

　ける被爆者に対する給付内容を充実させることを目的としたもので

　あったこと，申請者である被爆者が日本国内にいることにより被爆

　者健康手帳の交付についての審査が適正，円滑に行うことができる

　という事情に変わりはなく，原爆特別措置法によって新たに認めら

　れた各種手当の支給に必要な要件の認定のための審査もまた適正，

　円滑に行うことができると考えられることなどから，同法が，これ

　らの申請に当たって，原爆医療法と同様に，申請者である被爆者が

　日本国内に居住地又は現在地を有することを前提としたものと思わ

　れる。しかしながら，原爆特別措置法が新たに設けた各種給付の中

　には，健康管理手当等の各種手当のように，必ずしも被爆者が日本

　国内にいなくても給付が可能なものも存することなどからすれば，

被爆者援護法における場合と同様の理由から，原爆特別措置法及び

　その施行後の原爆医療法において，上記の各申請に当たって，被爆

　者の来日を原則として必要とすることは，その限りでは違法でない

　としても，病気その他のやむを得ない理由により来日が困難な在外

　被爆者に対しても例外なく来日を必要として，来日しないことを理

　由に必要な処分をせず，あるいは不利益な処分をすることは，法の

　趣旨に反し，また，不合理な差別として違法と評価されるというべ

　きである。

カ　被控訴人国は，日本国内に居住も現在もしない被爆者に対して被

　爆者法が適用されないことは立法の際の審議の経過から明らかであ

　り，また，原爆被爆による損害に対する補償は高度の政策的判断を

　要する問題であって，立法府の政策的，技術的裁量に委ねられてい

　る旨主張する。

　　法の解釈は，先ずは当該法律の趣旨，目的に照らして法文を合理

　的，合目的的に解釈すべきものであり，立法の際の経緯やこれから

　推察される立法者意思については，個々の具体的な問題についてす

　べてその意思が明らかにされているとは限らないことから，解釈の

　際に参考となるにとどまるものと解すべきである。本件では上記の

　各申請について，日本国内の居住地又は現在地の都道府県知事等に

　対して行うべきものとする上記のような規定が，病気その他のやむ

　を得ない理由により来日することができない在外被爆者に対する例

　外を許さない趣旨であるか否かが問題となるのであるが，この点に

　ついては，立法の過程で，法律の適用範囲一般の問題として被爆者

　法の外国での適用について論議されたことは窺えるものの（甲１４

　０，１４６ないし１４９，乙１７），それ以上に明確に上記の問題

　を意識して論議が交わされて，この点の立法者意思が明示されたよ

　うな事実を認めることはできない。もちろん，明文で居住地又は現

在地の都道府県知事等と定めていることからは，それを原則とする

ものであることは明らかといえるが，被爆者法の趣旨や目的からす

れば，絶対に例外を許さない趣旨の規定であるとも解されないので

ある。そして，仮に例外を認めない趣旨の規定であるとすれば，上

記のように，病気その他のやむを得ない理由で来日が困難な在外被

爆者を不合理に差別するものとして違法と解される余地の存すると

ころであり，それでもなお例外は許さないとするのが立法者意思で

あるとは到底認めることはできない。このことは，あくまでも法律

の解釈の範疇の問題であって，立法府の裁量権の行使の適否の問題

ではない。

　被控訴人国は，孫振斗訴訟最高裁判決は，日本国内に現在しない

者に対しては被爆者法の適用の余地がないことを明らかにしており，

また，被爆者法は属地主義を採用しているとも主張する。しかし，

孫振斗訴訟最高裁判決は，日本に不法入国した在韓被爆者について，

日本国内に現在する限りは，その理由のいかんを問うことなく原爆

医療法の適用を認めるべきであるとするものであり，それ以上に，

やむを得ない理由で来日することができず，そのために日本に現在

しない在外被爆者について原爆医療法等の適用があるかどうかにつ

いては明確には言及していないのであって，同判決が，在外被爆者

は来日しない限りいかなる理由があっても被爆者法の適用を認めな

いとするものとは解されない。また，被爆者法のような給付行政に

ついては，他の公権力の行使の場合のように属地主義の原則による

べき必然性はなく，被爆者法の上記のような国家補償的，人道的立

法としての性格からすれば，給付を受ける者に着目して属人主義的

に国外での適用を認めているものと解すべきである。

　被控訴人国は，被爆者法による給付は公費を財源とするものであ

　り，適正な執行，適正で円滑な事務の遂行が要求されるとも主張す

　る。しかし，被爆者法が単なる社会保障立法にとどまるものではな

　く，国家補償的性格を併有する特殊な立法であることは前述したと

　おりである。そして，法の適用，執行が適正に行われ，適正で円滑

　な事務の遂行が求められることは当然であり，原則として申請者で

　ある在外被爆者に来日を求めることがそれに適うと認められること

　も前述したとおりであるが，病気その他のやむを得ない理由で来日

　が困難な場合に，国外にいるままで例外的に上記の各申請を行うこ

　とを認めたからといって，直ちに被爆者法の適正な執行，適正で円

　滑な事務の遂行が不可能になるものとは認められず，代替する手段，

　方法を工夫することにより（現在行われている被爆確認証の交付事

　業などが参考となる。），適正に執行し，適正で円滑に事務を遂行

　することは十分に可能と考えられる。この点の被控訴入国の主張も

　理由がない。

キ　もっとも，以上検討したところから控訴人らについてみるに，本

　件各証拠からは，控訴人らが，これまでに被爆者健康手帳の交付申

　請や医療給付及び各種手当の支給に係る申請について，病気その他

　やむを得ない理由があるにもかかわらず，来日することができない

　ことが原因で申請を行わず，あるいは来日しないことを理由に申請

　が受理されず又は却下されたような事実は認められない。控訴人ら

　の中には，上記の各申請をしないまま年月の経過するうちに病気の

　ために来日がむずかしくなった者のいることが窺われるものの，そ

　の経緯や，前述したように４０２号通達とこれに従った取扱いが改

　められた後には生存している控訴人らのほぼ全員がそれぞれの申請

　をしていることからすれば，これらの者が各申請をしなかった理由

　は，来日の困莫針性というよりも４０２号通達の存在にあったものと

　認めるのが相当である。

　　また，４０２号通達とこれに従った取扱いが改められた後に控訴

　人らが行った各申請についても，病気のために来日が困難であるに

　もかかわらず，来日しないことを理由に申請が却下されたわけでは

　なく，現在まで処分がされていないことについても，それが来日し

　ないことを理由とするものであると認めるに足りる証拠もない。

　　したがって，在外被爆者による上記の各申請について，病気その

　他のやむを得ない理由で来日することができない場合にまで，例外

　なく来日を要するとの扱いをすることは違法と考えられるところで

　はあるものの，控訴人らについては，そのような扱いによって具体

　的に何らかの不利益を受けたものとは認められないのであって，こ

　の点を理由にして控訴人らの損害賠償請求を認めることはできない。

ク　控訴人らは，被爆者法が，被爆者健康手帳の交付申請及び医療給

　付や各種手当の支給認定の申請に当たって，原則として申請者であ

　る被爆者の来日を必要とすること自体が不合理な差別であり，在外

　のままでの被爆者法の適用を認めるべきであるとして，アメリカ合

　衆国の施政権下にあった沖縄に在住する被爆者に対して，原爆２法

　を準用という形で適用したことに言及している。しかし，証拠（乙

１２ないし１５，２３，２４）によれば，沖縄に在住する被爆者に

　対する援護に関しては，まず，昭和４０年（１９６５年）４月５日，

　日本政府と琉球政府との間で「琉球諸島住民に対する専門的診察及

　び治療に関する了解覚書」が取り交わされ，昭和４２年（１９６７

　年）５月１９日には，日本政府，琉球政府間において，これに代え

　て，「琉球在住原子爆弾被爆者の医療等に関する了解覚書」が取り

　交わされた上，これにアメリカ合衆国政府が承認を与えることによ

　って，必要な医療の給付等が実現したこと，また，昭和４１年（１
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